
絶対暗記するプリント 
日本国憲法と平和主義 実施    ／ 氏名 

 

 

① 連合国軍による戦後日本の民主化の方向を示した宣言を何といいますか。 （ ポツダム宣言 ） 

② 憲法に反する法律などは効力を持たないため日本国憲法のことを何といいますか。 （ 最高法規 ） 

③ 国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民であるとする原則を何といいますか。 （ 国民主権 ） 

④ すべての人は人間らしく生きる権利をもっているとする原則を何といいますか。 （ 基本的人権の尊重 ） 

⑤ 戦争をふたたび起こさないという決意を表明した原則を何といいますか。 （ 平和主義 ） 

⑥ 日本国憲法と旧憲法を比較した下の表の（  ）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。 

 

日本国憲法  （ ア ） 憲法 ア（ 大日本帝国 ）

公布：（ イ ） イ（１９４６年１１月３日 ）

施行：（ ウ ） 

成立 発布：（ エ ）年２月１１日 

ウ（１９４７年５月３日 ）

民定憲法 制定 （ オ ）憲法 エ（１８８９年 ）

日本国および国民統合の（ カ ） 天皇 天皇は神聖かつ不可侵 オ（ 欽定 ）

国権の最高機関・唯一の（ キ ）機関 国会 天皇に協賛する機関 カ（ 象徴 ）

天皇の（ ク ）に助言と承認を与える 内閣 天皇の政治を助ける機関 キ（ 立法 ）

（ ケ ）放棄・戦力の不保持 軍隊 天皇に軍の統帥権 ク（ 国事行為 ）

（ コ ）に反しない限り 

最大限に尊重される 
権利 法律で制限される ケ（ 戦争 ）

コ（ 公共の福祉 ）（ サ ）の義務 

子どもに教育を受けさせる義務 

納税の義務 

義務 
（ シ ）の義務 

納税の義務 
サ（ 勤労 ）

   シ（ 兵役 ）

 

⑦ 平和主義は日本国憲法の前文と第何条に規定されていますか。 （ 第９条 ） 

⑧ 下の文は⑦の条文である。（    ）に当てはまる語句を答えなさい。 

 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる（  戦争  ）と、武力による

（  威嚇  ）又は武力の行使は、（  国際紛争  ）を解決する手段としては、永久にこれを（  放棄   ）する。 

前項の目的を達するため、（  陸海空軍  ）その他の（  戦力  ）は、これを（  保持  ）しない。国の

（ 交戦権  ）は、これを認めない。 

 

⑨ GHQ は 1950 年朝鮮戦争をきっかけに日本に何を作ることを指令しましたか。 （ 警察予備隊 ） 

⑩ ⑨は保安隊を経て、現在の何という組織に発展しましたか。 （ 自衛隊 ） 

⑪ 第二次世界大戦後、日本が独立するために結んだ条約は何ですか。 （ サンフランシスコ平和条約 ） 

⑫ ⑪と同時に結び、独立後もアメリカ軍の駐留を認めた条約は何ですか。 （ 日米安全保障条約 ） 

⑬ 核兵器に関する「つくらず・もたず・もちこませず」という原則を何といいますか。 （ 非核三原則 ） 



絶対暗記するプリント 
日本国憲法と平和主義 実施    ／ 氏名 

 

 

① 連合国軍による戦後日本の民主化の方向を示した宣言を何といいますか。 （ ） 

② 憲法に反する法律などは効力を持たないため日本国憲法のことを何といいますか。 （ ） 

③ 国の政治のあり方を最終的に決めるのは国民であるとする原則を何といいますか。 （ ） 

④ すべての人は人間らしく生きる権利をもっているとする原則を何といいますか。 （ ） 

⑤ 戦争をふたたび起こさないという決意を表明した原則を何といいますか。 （ ） 

⑥ 日本国憲法と旧憲法を比較した下の表の（  ）に当てはまる語句をそれぞれ答えなさい。 

日本国憲法  （ ア ） 憲法 ア（ ）

公布：（ イ ） イ（ ）

施行：（ ウ ） 

成立 発布：（ エ ）年２月１１日 

ウ（ ）

民定憲法 制定 （ オ ）憲法 エ（ ）

日本国および国民統合の（ カ ） 天皇 天皇は神聖かつ不可侵 オ（ ）

国権の最高機関・唯一の（ キ ）機関 国会 天皇に協賛する機関 カ（ ）

天皇の（ ク ）に助言と承認を与える 内閣 天皇の政治を助ける機関 キ（ ）

（ ケ ）放棄・戦力の不保持 軍隊 天皇に軍の統帥権 ク（ ）

（ コ ）に反しない限り 

最大限に尊重される 
権利 法律で制限される ケ（ ）

コ（ ）（ サ ）の義務 

子どもに教育を受けさせる義務 

納税の義務 

義務 
（ シ ）の義務 

納税の義務 
サ（ ）

   シ（ ）

 

⑦ 平和主義は日本国憲法の前文と第何条に規定されていますか。 （ ） 

⑧ 下の文は⑦の条文である。（    ）に当てはまる語句を答えなさい。 

 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる（        ）と、武力による

（         ）又は武力の行使は、（           ）を解決する手段としては、永久にこれを（          ）する。 

前項の目的を達するため、（         ）その他の（         ）は、これを（         ）しない。国の

（          ）は、これを認めない。 

 

⑨ GHQ は 1950 年朝鮮戦争をきっかけに日本に何を作ることを指令しましたか。 （ ） 

⑩ ⑨は保安隊を経て、現在の何という組織に発展しましたか。 （ ） 

⑪ 第二次世界大戦後、日本が独立するために結んだ条約は何ですか。 （ ） 

⑫ ⑪と同時に結び、独立後もアメリカ軍の駐留を認めた条約は何ですか。 （ ） 

⑬ 核兵器に関する「つくらず・もたず・もちこませず」という原則を何といいますか。 （ ） 
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